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行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の概要

１　教育委員会評価について

２　点検及び評価の対象

３　外部評価の概要

４　評価の詳細　　別紙、各シートのとおり

（評価方法）

　※評価不可能な評価項目については、斜線で表記しました。

５　評価対象期間　　　　平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

　教育委員会は、首長から独立した合議制の組織であり、同委員会が自ら立てた教育行政の基本方針に基づき、教育に係る広範かつ専門的な
事務が確実に実施され、かつ充実を図ることが求められています。
　平成20年4月から施行された『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の一部改正により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務
の管理及び執行の状況について、自己点検及び評価を行い、その結果を議会に提出するとともに、公表することが義務づけられました。
　本市教育委員会におきましても、市教育委員会事務局に「教育委員会評価検討委員会」を設置し、その評価対象や評価方法等について議論
を重ね、システムを決定し、各課・室において教育委員会評価のための資料整理を行い、行橋市教育委員会において自己評価を行いました。そ
の後、学識経験を有する方を委員とする「行橋市教育委員会外部評価委員会」を設置し、評価及び意見をいただきました。これらを基に、「行橋
市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書」としてまとめました。評価の概要等については、以下のとおり
です。

　点検及び評価の対象は、平成３０年度中の教育委員会としての活動及び事務執行分です。
　また、評価項目は、平成３０年度行橋市教育行政方針に基づき実施した事務事業や取り組みを対象に、各担当課の事業を踏まえて設定し、「Ⅰ
教育委員の活動」、「Ⅱ　教育委員会が管理・執行する事務」、「Ⅲ　教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」について行いました。
（「Ⅰ教育委員の活動」及び「Ⅱ教育委員会が管理・執行する事務」については、活動状況・実施状況のみを各項目ごとに記載しています。）

　平成３０年度の評価については、行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の全体的な意見を「行橋市
教育委員会外部評価委員会の意見」として掲載しています。

　「Ⅲ教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」については、平成３０年度行橋市教育改革の重点施策をもとに「評価項目」を設定し、各
項目に対する点検・評価を「達成度」及び「妥当性」の視点から5段階による評価を行いました。また、各シート中の「外部評価委員意見」欄の空欄
については、外部評価委員の意見が自己点検・評価と同様であり、「点検・評価が妥当」であるとの意見を示します。
　「達成度」は、目的・目標に対してどの程度達成できたか、「妥当性」は、目標達成の取り組み、過程が妥当であったか、を示します。
　5段階評価のうち、｢5」は｢十分に達成、きわめて妥当（100～80%）｣、｢4｣は｢概ね達成、妥当（79～60%）｣、｢3｣は｢ある程度達成、妥当（59～
40%）｣、｢2｣は｢あまり達成できていない、あまり妥当とはいえない（39～20%）｣、｢1｣は｢ほとんど達成できていない、妥当とはいえない（19～0%）｣とい
う評価を示します。
　また、Ⅲの評価表について、「○」は自己評価を、「●」は外部評価委員会の評価を示し、「○」のみの標記は、両者同意見であることを示します。
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行橋市教育委員会の活動状況（シートⅠ）

Ⅰ　教育委員の活動

（６）学校及び教育施設に対する
　　 支援・条件整備

　前期訪問、後期訪問、研究発表により市内小中学校全17校を訪問するとともに、学校施設等
の学習環境の確認を行い、課題把握に努めた。
　また、市内全17校の運動会及び体育大会を訪問した。

（３）教育委員会と事務局との連携
　郵送、電話、メールにより教育委員への情報提供及び資料提供を随時行うとともに、各行
事、研修等の開催内容の連絡、結果報告も、お互いに日常的に行った。

（４）教育委員会と首長の連携
　総合教育会議を２回開催し、学校規模適正化についての協議、意見交換を行った。
　また、首長と教育長は定例庁議等において日常的に情報交換を行った。

（５）教育委員の自己研鑽

・文科省及び県主催の研修会に参加（4回）
・女性教育委員研修会に参加（1回）
・山口県光市を訪問し、コミュニティスクールの取り組みについての視察を行った。
・教育委員会所管の行事等に参加した。

項目 活動状況・実施状況

（１）教育委員会の会議の運営
　行橋市教育委員会会議規則に基づき、定例会を毎月1回計12回開催し、教育行政施策や各協議
事項に対する意見等の議論を行った。また、臨時会を1回開催し、規則の改正について審議を
行った。

（２）教育委員会の会議の公開、保護
　　 者や地域住民への情報発信

　毎月1回計12回及び臨時会1回の開催日程や会議録について、HPへ掲載した。
　会議録については、速記業務委託を行い、定例会における詳細な会議録の調製を行った。
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行橋市教育委員会の活動状況（シートⅡ）

Ⅱ　教育委員会が管理・執行する事務

事務内容・実施状況項目

（１）教育行政の運営に関する基本方針を定めること

平成30年度行橋市教育行政方針、行橋市教育改革の重点施策について、これらの上位計画であ
る「行橋市教育振興基本計画」及び前年度の教育委員会評価の結果を踏まえ協議を行い、策定
した。
　さらに、上記の重点施策等に加え、教育行政組織や予算、所管施設、その他資料を盛り込ん
だ「教育要覧」を発刊した。

（２）教育委員会規則及び規定を制定し、
　　　又は改廃すること

法改正、教育施策の内容に応じて教育委員会規則等を整備することで円滑な行政運営を行っ
た。
○制定
・行橋市椿市地域交流センター条例施行規則
・行橋市椿市地域交流センター条例の一部の施行期日を定める規則
・機構改革に伴う関係規則の整理に関する規則
・行橋市立学校教職員ストレスチェック実施要綱
・行橋市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
・行橋市いじめ問題第三者委員会要綱
・行橋市立学校の児童及び生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則
・行橋市立小・中学校防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
・行橋市教育委員会処務規則の臨時特例を定める規則
・行橋市いじめ問題調査委員会条例施行規則
○改正
・行橋市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令
・指定学校変更取扱規則の一部を改正する規則
・行橋市子ども読書活動推進協議会設置要綱の一部を改正する要綱
・行橋市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部を改正する規則
・行橋市教育委員会処務規則の一部を改正する規則
・行橋市海外体験学習に対する行橋市こども教育基金取扱要綱の一部を改正する要綱
○廃止
・行橋市学校規模適正化検討委員会設置要綱
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行橋市教育委員会の活動状況（シートⅡ）

Ⅱ　教育委員会が管理・執行する事務

事務内容・実施状況項目

（３）教育予算その他議会の議決を経るべき議案
　　　の原案を決定すること

法改正、教育施策の内容に応じて条例及び予算の原案を決定し、円滑な行政運営を行った。
○6月補正予算
○9月補正予算
○平成29年度決算
○12月補正予算
○3月補正予算
○平成31年度当初予算
○教育委員会外部評価に関する報告
○条例の原案に関すること
　・行橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
　　改正する条例
　・行橋市図書館資料収集方針策定委員会設置条例
　・行橋市図書館資料選定審査会設置条例
　・行橋市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
　・行橋市スポーツ推進審議会条例の一部を改正する条例
　・行橋市放課後児童クラブ設置条例の一部を改正する条例
　・行橋市いじめ問題調査委員会条例
　・行橋市椿市地域交流センター条例

（４）教育委員会の所管に属する学校その他の
　　　教育機関を設置し、又は廃止すること

　新たな設置又は廃止はなかった。

（５）県費負担に係る教職員の人事の内申に
　　　関すること

教職員人事に際し、学校長の具申を受け、勤務年数、実績、適正配置等を勘案し、京築教育事
務所に内申を行った。
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行橋市教育委員会の活動状況（シートⅡ）

Ⅱ　教育委員会が管理・執行する事務

事務内容・実施状況項目

（８）通学区域を設定し、又は変更すること 　通学区域を設定し、又は変更することに関する事項はなかった。

（９）文化財を指定し、又は指定を解除すること

○絹本著色親鸞聖人像附裏書（有形文化財（絵画））
○絹本著色親鸞聖人絵伝（有形文化財（絵画））
○紙本著色良慶上人像（有形文化財（絵画））
○馬場代２号墳出土品（有形文化財（考古資料））　以上４点を文化財として指定した。

（１０）請願、陳情、訴訟及び異議の申立てに
　　　関すること

請願等はなかった。

（６）教育委員会の所管に属する各種委員会の委員
　　　の任命又は委嘱に関すること

○行橋市教育委員会外部評価委員
○行橋市学校運営協議会委員
○行橋市不祥事防止対策検討委員
○行橋市社会教育委員
○子ども読書活動推進協議会委員
○子ども読書活動推進計画策定委員
○行橋市図書館資料収集方針策定委員
○行橋市図書館資料選定審査会委員
○行橋市防災食育センター運営委員
○行橋市学校給食食物アレルギー対応検討委員
○行橋市防災食育センター献立委員
○行橋市図書館協議会委員
○行橋市文化財調査委員
○御所ヶ谷整備指導委員
　上記の任命等を行った。

（７）教科用図書の採択の決定に関すること

○採択協議会（４回）
　・選定方針、選定部会員決定、一種選定
○選定部会（３回）
　・調査研究結果の検討、学校意見の検討、答申案作成
○総括部会（１回）
　・選定結果の報告、答申内容の調整
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）
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学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

（１）発達や学
びの連続性を踏
まえた就学前教
育の推進

保幼小中の連携
で基本的生活習
慣の育成

保幼・小・
（中）連携研修
会

　幼稚園や保育園等と小学
校（中学校）の連携を強化
し、児童の学習や基本的な
生活習慣等、望ましい成長
を促す。

　保幼・小・（中）連携研
修会を開催し、異校種間の
情報共有と更なる行動連携
を推進する。

　小学校単位での保幼小連絡会は、
１年生の授業参観・協議という形態
で、毎年６月に実施され、小１プロ
ブレムの改善に寄与している。
　「学びの連続性」という教職員の
意識を高めるとともに、就学前教育
と小学校教育の円滑な接続を図るこ
とを目的に、小学校教諭が保育園・
幼稚園の保育活動を参観して協議す
る保幼小連携研修会を年２回実施す
ることができた。

（３）生きる力
を育む学校教育
の推進

９年間を見通し
た小中一貫した
教育の推進

小中一貫した教
育の推進

小中一貫教育を推進するこ
とで、９年間を見通した継
続的な学力の向上、生徒指
導上の問題解決を図る。

　児童生徒に関して、学校行事等に
おける相互交流の場や部活動体験、
中学校教員の出前授業による教科担
任制や学習方法を学ぶ機会の確保な
ど、中学校進学の不安解消のための
取組が推進できた。また、教員に関
しては、校長会・担当者会の定期的
な開催等が実施され、学力向上や生
徒指導の取組の連携が進んできてい
る。
　小中学校９年間の系統を考えた
「郷土科」「コミュニケーション
科」プログラムの計画的な実施に加
え、若年教員の研究授業の中で新た
な教材化を図る動きも出てきてい
る。

　児童生徒間交流、教
員同士の交流が進むこ
とで、中学校卒業時の
生徒の姿をイメージ
し、小学校・中学校の
段階で身に付けさせる
内容について、ゴール
を明確にした話合いが
できるようになった。
「郷土科」「コミュニ
ケーション科」の系統
的な実施により、小中
学校での繰り返し学習
による定着につながっ
ている。

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

　昨年の課題を踏ま
え、実施日時や内容を
検討したことで、参加
者が増やすことができ
た。また、講話を聞く
だけでなく、異校種の
教員同士の協議が活発
に行われ、幼保小の接
続について、互いの立
場から交流することが
できた。

しっかりした体制が確
立しているので、今後
は市内すべての園から
参加できるよう取り組
み、達成度の向上を目
指して欲しい。

達
成
度←

→妥当性

（２）特別な支
援が必要な子ど
もに対する総合
的な支援の推進

子どもの特性や
保護者の願いを
受け止めた適正
な就学

就学相談会や教
育支援委員会の
実施

 特別支援学校、特別支援学
級、普通学級など、いずれ
の校種への就学が妥当であ
るか、児童生徒の特性や保
護者の願いを生かせる就学
の方向性を示す。

保護者からの就学等についての相談
に対して、子どもの発達や養育状況
を詳細に聞き取り、適切な就学の方
向性を判断している。また、特別支
援教育についての理解が不十分な保
護者に対しては、基本的な理解を推
進し、就学先の見学や体験入室など
を促し、子どもの特性に合った就学
先を見極める重要性を説明してい
る。

定期的な原則月１回の
教育支援委員会や保育
園・幼稚園等を巡回
し、就学前からの相談
事業を推進することに
より、保護者が子ども
の特性を理解し、適切
な就学の方向性を判断
する支援を充実させる
ことができた。

達
成
度←

→妥当性

中学校区ごとに小学校
と中学校が連携できて
いるので、適正な評価
であると考える。達

成
度←

→妥当性

きめ細やかな指
導の充実で学力
の向上

学力実態調査事
業

　国・県の学力調査と合わ
せて小４から中３までの課
題を明確にし、学力向上を
図る。

　各調査の結果分析を確実
に行い、学校としての課題
を明確化し、学力向上プラ
ンの見直しを図り、学校全
体での授業改善等につなげ
る。

　県の学力調査の対象学年が拡大さ
れ中１も実施することになった。そ
れに伴い、市学力調査を、小４のみ
を対象に実施し、結果を年度末の授
業改善及び次年度への課題把握につ
なげていった。また、小４から中３
を見通して、学校全体の課題を把握
し、学力向上の重点を絞ることがで
きている。

　教務担当者研修会を
中心に、各時期にやる
べきことを周知してい
る。学校では、前年度
の各学力調査結果の分
析、全体の課題を明確
にし、授業改善や学力
強化週間、家庭学習等
を位置づけた、学力向
上ポータルを作成し、
計画的に取り組んでい
る。

県の学力調査では、京
築地区はなかなか成果
が上がっていない。今
後どのように取り組む
かが課題である。

達
成
度←

→妥当性
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○

4

3

2

1

1 2 3 4 5

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

（３）生きる力
を育む学校教育
の推進

読書活動の推進
で心豊かな子ど
もの育成

読書活動の推進 　読書に親しみ、進んで読
書する、心豊かな子どもを
育てる。

　第２次行橋市読書活動推
進計画（５年次）に沿って
各実施主体ごとに、具体的
に取組を進める。

　市の事業である、小学生読書リー
ダー養成講座には２３名の児童が各
学校から参加し、３日間「図書館見
学」や「読み聞かせ」「ＰＯＰ作
り」に取り組んだ。夏季休業中の図
書館教育（子ども読書）研修会は、
保育園や幼稚園からも参加があっ
た。
　全小中学校に図書司書を配置し、
読書環境の整備や授業への参加等を
通して、読書活動の推進を図ること
ができた。

 全小中学校に図書司書
を配置し年間を通して
様々な読書活動が行わ
れている。このことに
より、読書の楽しさを
味わっている児童生徒
が多い。

達
成
度←

→妥当性

小中学校英語教
育の充実

ALTの配置 英語の教科化に向け、ＡＬ
Ｔとのティームティーチン
グで授業を実施し、教員の
英語指導力を高める。ＡＬ
Ｔとの日常的な交流によ
り、コミュニケーション能
力や異文化理解を進める。

英語の教科化を前に、ＡＬＴとの打
合せや教材準備の在り方を学ぶ打合
せ時間の確保、授業以外での児童生
徒、教員、ＡＬＴの交流場面を設定
した。
また、教育委員会内に係を新設し、
指導主事の増員を図り、現場のニー
ズに応じて、きめ細かな支援ができ
る体制を整備した。

ＡＬＴの派遣方法及び
授業形態を工夫したこ
とで、教員の英語指導
力の向上が図られ、単
独で授業を実施する教
員も増えた。
学校からの支援要請に
適切に対応できるよう
になり、教員の不安感
を少しずつ解消できて
いる。

英語が教科化されること
に伴い、教員は苦労され
ているのではないかと思
う。
教員の負担を軽減できる
よう、しっかり支援体制
を整えて欲しい。授業以
外にも、給食時間や放課
後にＡＬＴが積極的に子
どもたちと交流している
のは、とても良いことで
ある。

達
成
度←

→妥当性

中学生国際交流
事業（グレイ
ス・チャーチ・
スクールとの国
際交流）の実施

国際交流体験事
業

　本事業を通して、英語を
積極的に使おうとする意欲
を高めるとともに、異文化
理解を深め、グローバル社
会に対応できる生徒の育成
を目指す。

  ＧＣＳの生徒を受け入
れ、学校生活やホームステ
イ等を通して、市内の生徒
に異文化理解や英語力の向
上等を図る。

　本事業２６年目を迎え、グレイ
ス・チャーチ・スクールから15名の
生徒を受け入れた。市内中学校での
学校（授業）体験・国際交流やホー
ムステイ等を行うとともに、市外研
修として、平尾台鍾乳洞、太宰府天
満宮、九州国立博物館等の見学の機
会を提供した。

　昨年度は受け入れの
年度であり、ホームス
テイ家族との交流を中
心に、行橋での滞在時
間を増やしたことで、
市内中学生の国際理解
に対する意欲の高まり
が見られた。

達
成
度←

→妥当性

豊かな感性を育
む人権教育の推
進

人権教育の推進 　豊かな感性を育み、一人
一人が認め合い、尊重し合
える児童生徒を育成する。

　人権教育研究指定校事業
や各種研修会等を活用し
て、教職員の人権意識・感
覚を高める。

　行橋市人権教育啓発基本計画に則
り、学校教育全体を通して、人権を
基盤とした学校づくりを推進してい
る。また、各種研修会等への教職員
の参加奨励を図り、教職員の人権意
識・感覚の高揚を図るとともに、各
学校における人権教育充実につなげ
ている。

　人権教育の視点を基
盤に、あらゆる教育活
動の場面で自他の人権
を大切にする取組を通
して、児童生徒・教職
員の人権感覚の向上が
図られた。

達
成
度←

→妥当性
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5 ○

4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○

4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

食物アレルギー対応食は、食物アレ
ルギー対応指針に沿って、調理担当
者、調理作業等の区別を行い、特別
調理室において、安全に学校給食を
提供することができた。

食物アレルギー代替食
　　　対応人数：70名

食物アレルギー対応係
を新設し、それまで栄
養士が、一貫して行っ
ていた業務を分担した
ことにより、職員間の
連携作業などが円滑に
なり、チェック体制の
強化に繋げることがで
きた。
今後は、同規模共同調
理場への視察研修を計
画しさらなる意識の向
上に努めていきたい。

食を通じて子ど
もを育てる学校
給食事業

アレルギー対応
学校給食事業

→妥当性

達
成
度←

→妥当性

達
成
度←

職員全員を対象に、衛
生研修を年3回おこな
い、職員の意識や知識
の向上が図れたと考え
る。
さらに、食育の推進を
図るため、小学３年生
を対象に、食に関する
指導（授業）について
の取り組みを行った。
また、各小中学校や防
災食育センターでの給
食試食会を通じ、要望
による講話を行うこと
で、保護者等に対し
て、学校給食への理解
が図れた。

栄養教諭により、適切にカロリー計
算された献立表に基づき、衛生管理
を徹底した、安心・安全でおいしい
学校給食を、提供することができ
た。
また、食に関する授業を行ったこと
で、子どもが食事の重要性や、食物
に感謝する心を育む等の効果が期待
できる。
さらには、地元産の食材を、学校給
食に積極的に利用することで、地産
地消にも貢献できたと考える。

学校給食提供食数：6,050食

学校給食における衛生管理
を徹底し、防災食育セン
ターを活用した安心・安全
でおいしい学校給食の提供
を推進する。
栄養教諭による、食に関す
る指導を計画的に実施す
る。

（３）生きる力
を育む学校教育
の推進

安心・安全でお
いしい学校給食
の提供

教職員研修事業 　経験年数や職能に応じた
研修を計画的に実施し、教
職員の実践的指導力の向上
を図る。

　若年教員の配置増に対応
するため、研修会の内容の
改善・充実を図る。

　若年者の指導力向上のために、若
年講師研修会（経験１～２年目を対
象）を年５回実施し、教職経験１年
経過教員研修に、全員の公開授業を
位置づけている。
　また、令和２年度の新教育課程実
施に向け、小学校外国語活動研修会
を２回実施、ＩＣＴ教育推進の一環
として、タブレットを使ったＩＣＴ
活用研修会を２回実施した。

　教職経験１～２年の
若年教員に、基礎・基
本と抱えている悩み解
消を中心に研修を実施
した。
　経１年研、小学校外
国語活動研に公開授業
を位置づけたことは、
授業づくりの観点から
も効果が大きかった。

達
成
度←

→妥当性

学校給食における食物アレ
ルギーを有する児童生徒に
対して、安全性を最優先と
した代替食を提供する。

（４）教職員の
資質と実践的指
導力の向上

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

教職員の資質・
指導力の向上で
確かな学力の向
上
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5

4 ○
3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○

4

3

2

1

1 2 3 4 5

達
成
度←

→妥当性

研究指定委嘱事
業

　教育研究の充実に努め、
教職員の指導力を高め、資
質の向上を図る。
　県研究指定校、市研究指
定校の研究内容の充実を図
るため、指導・支援を通し
て教師の授業改善につなげ
る。

　小学校は、行橋南小、蓑島小にお
いて国語と算数、中学校は行橋中と
今元中において単元構成と学級活動
を中心に、研究を推進した。

研究発表会や公開授業
研修等を通して、授業
改善や学力向上の取組
につながる視点が提示
され、各学校の参考に
なった。

→妥当性

達
成
度←

校内の特別支援
教育推進体制の
機能化

　校内の推進体制やコー
ディネーターの機能化を図
るとともに、特別支援学級
等の担当者の実践的指導力
の向上を図る。

　個別の指導計画・支援計
画による着実な指導・支援
を進めるとともに、担当者
研修会の充実を図る。

　特別支援学級在籍児童生徒につい
ては個別の指導計画・支援計画が作
成され、個に応じた指導・支援が行
われている。
　研修に関しては、担当者全員を対
象とした研修会を１回実施し、新任
担当者研修会は、研究授業の公開と
事後の研究協議という形態とした。
また、各学校１名を管外の研究会等
に派遣するなど、実践的指導力の向
上に努めた。

　全小・中学校に知的
障がい、自閉症・情緒
障がいの特別支援学級
が設置され、さらに病
弱や肢体不自由児学級
通級指導教室を設置し
た学校もある。アドバ
イザーの関わりや各研
修会は一定の効果を上
げているが、さらに担
任の専門的な指導力の
向上が急務である。

教職員の働き方の改善
に向けた取組を大きく
推進することができ
た。今後、一つ一つの
効果を検証し、より効
果的な活用を図りた
い。

達
成
度←

→妥当性

（５）特別な支
援が必要な児童
生徒に対する教
育の推進

インクルーシブ
教育システム構
築のための推進
体制づくり

特別支援教育の
推進、巡回訪問

　特別な支援を要する児童
生徒の個の教育的ニーズに
応じるため、行橋市特別支
援教育相談室「すくすく相
談室」を中心に、児童生徒
の発達相談や学校支援の充
実を図る。

　特別支援教育アドバイ
ザーの効果的な活用を図る
とともに、保育園・幼稚園
への巡回訪問に同行し、年
長児の適正就学に向けた支
援を充実させる。

　発達相談や巡回訪問の結果を踏ま
え、定期とは別に、必要に応じて、
就学相談会・教育支援委員会を開催
し、適正就学につなげている。
　特別支援教育アドバイザーの活用
については、小・中学校（保護者・
教職員）に限らず、園からの要請も
増えてきている。

　特別支援教育アドバ
イザーの活用（様相観
察・相談・心理検査
等）により、小・中学
校の教育支援が充実し
ている。
　また、アドバイザー
が保幼の年２回の巡回
訪問に参加しており、
園と連携しながら早期
対応を進めることがで
きている。

達
成
度←

→妥当性

教職員の服務適
正化と超過勤務
の縮減

教職員の働き方を改善し、
ストレスを軽減し、意欲的
に教育活動や研修に専念で
きる環境を整備する。

年４回の不祥事防止対策検討委員会
の実施や教職員のメンタルヘルス対
策の推進、部活動の在り方に関する
指針に基づいた休養日や終了時間の
徹底、タイムカード導入による勤務
時間の管理、校務支援システム導入
による校務の効率化などに取り組ん
だ。

（４）教職員の
資質と実践的指
導力の向上

教職員の資質・
指導力の向上で
確かな学力の向
上

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

（５）特別な支
援が必要な児童
生徒に対する教
育の推進

アシスタント
ティーチャーの
活用による個別
の教育的支援

アシスタント
ティーチャー配
置事業

　アシスタントティー
チャー（以下ＡＴ）の活用
により、特別な支援を要す
る児童生徒の個別の教育的
ニーズに基づく教育的支援
の充実を図る。

　特別な支援を要する児童生徒は、
年々増加しており、マンツーマン対
応が必要なケースも多い。このた
め、担任一人だけでは、きめ細かな
指導がいきとどかない状況である。
そこで、学校のニーズに応じてＡＴ
を配置するために、毎年、ＡＴの増
員を図り、昨年度は２９名を配置
し、支援を要する児童生徒への個に
応じた支援を行った。また、年２回
の研修会を実施し、ＡＴの力量向上
に努めている。

　対象児童生徒に対す
るＡＴによる支援は効
果を上げている。

ICT機器を活用し
た授業づくりの

推進

タブレット等ICT
機器導入事業

児童生徒、教員用タブレッ
ト等を導入
・児童生徒用　７校
・教員用　　　８校

タブレット等を、児童生徒用とし
て、小学校５校（行橋、行橋南、椿
市、延永、泉）、及び中学校２校
（行橋、泉）、教員用として、小学
校５校（稗田、今川、今元、蓑島、
仲津）、及び中学校３校（中京、今
元、仲津）に導入した。
また、ＩＣＴ・英語教育推進係を新
しく委員会内に設置し、各学校に積
極的に担当を派遣し、研修の充実を
図った。

達
成
度←

→妥当性

当初の計画どおりにタ
ブレット等の導入はも
とより、ＩＣＴ機器の
効果的な活用について
の研修を充実すること
ができた。

達
成
度←

→妥当性

ＡＴの増員が図られて
おり、評価できる。

達
成
度←

→妥当性

・空調整備工事は、泉小学校の工事
が完了し、今元中学校、泉中学校、
行橋中学校の整備工事を行ってい
る。
・屋上防水工事は、今元中学校（体
育館）、仲津中学校（体育館）の改
修工事を行った。
・プール改修工事は、今川小学校及
び今元小学校の工事を行った。
・校舎外壁改修工事は、延永小学
校、稗田小学校、今元中学校の工事
を行った。
・体育館床工事は、行橋中学校及び
泉中学校の工事を行った。
・その他、学校施設の修繕、工事全
般については、児童生徒の安全確保
を最優先として随時実施した。

平成２３年３月に策定
した「行橋市公立学校
施設整備総合計画」の
当該年度の計画は予定
どおり達成した。

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策 （６）学びを支

える教育環境づ
くりの推進

市内の小中学校は、空
調整備やトイレ改修に
他自治体よりも早く取
り掛かって学習環境の
向上に取り組んでお
り、評価できる。

公立学校施設整
備計画の推進
建物の構造耐力
や防水等の改修
計画を推進し、
建物の再生整備
を行う。学校施
設に対するニー
ズに対応するた
め、空調等の計
画推進を行う。

学校施設整備事
業

快適な教育環境をめざす教
育施設の整備・充実
・空調整備工事　　４校
・屋上防水工事　　２校
・プール改修工事　２校
・外壁改修工事　　３校
・体育館床工事　　２校
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5

4 ○
3

2

1

1 2 3 4 5

5

4 ○
3

2

1

1 2 3 4 5

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

達
成
度←

→妥当性

専門相談員支援
制度

　適応指導教室に在籍して
いる児童生徒・保護者及び
指導員に対して、心の専門
家（臨床心理士）によるカ
ウンセリングを通して、個
に応じた状況の改善を図
る。

　計画的なカウンセリング
の実施を通して、対象者の
心の安定を図る。

　カウンセリングは、定期的（原則
月１回）に行っており、年１５回実
施した。
　カウンセリングにより、通級生の
心が安定し、保護者の不安感・困り
感の改善や関わり方、また指導員の
支援の在り方等について、的確な助
言を受け、指導に役立っている。
　
　
　

　指導員には話せない
ことも専門相談員には
話してくれることも多
く、その後の指導・支
援を行う上で、効果が
大きい。
　

児童生徒相談セ
ンター事業

　相談業務を通して、保護
者等の悩みや不安などの解
消に努めるとともに、各種
相談内容の早期対応を図
る。

　相談案件の早期対応を図
るとともに、定期の学校訪
問の際に、不登校について
の協議を行い、改善・解消
に資する。

　相談員を１名増加し、３名体制で
電話相談・来所相談を中心に、迅速
で適切な対応を図った。積極的傾聴
を基本としながら、必要に応じてア
ドバイスを行ったり、当該校と連携
を図ったりして、早期解決に努めて
いる。ＳＳＷ２名の配置を児童生徒
相談センター内としたことにより、
情報の共有等、連携が図られてい
る。

　

　相談者の不安や悩み
に対しては、まず積極
的傾聴・共感的理解に
努めている。学校への
苦情等については、す
ぐに学校に連絡し、早
期対応が図られるよう
にしている。また、Ｓ
ＳＷ・福祉部との連携
体制も強化された。

達
成
度←

→妥当性

達
成
度←

→妥当性

児童生徒の安全
確保を図る安全
マップや安全パ
トロール、学校
安全指導員の取
組の充実

学校安全指導員
事業

　各小学校に、学校安全指
導員を配置し、児童や学校
の安全確保に努める。

　４名の安全指導員を１１
小学校に配置し、効果的な
活用を進める。

　４名の指導員を各小学校に定期的
に配置し、登下校時の交差点等での
安全指導及び校内危険箇所の点検・
修理等を行い、安全確保に努めた。
　また、各校区ごとに警察署・道路
管理者と一緒に通学路の安全点検を
行い、通学路の安全マップ見直しに
活用した。

　可能な範囲で、安全
指導・環境整備が行わ
れているが、現状の４
名で十分とは言い難
い。今後、監視カメラ
の設置や地域との連携
の在り方を探っていく
必要がある。

子どもの安全教
育の推進

防災教育の推進 災害に対する学校の危機管
理・防災教育の在り方につ
いての知識を深めるととも
に、学校防災計画の見直し
及び充実を図る。

　災害時に学校長として対応した実
体験を基にした講話や防災教育アド
バイザーからの優れた学校の取組紹
介を通して、具体的、実践的な研修
を行うことができた。また、市の自
然災害対応マニュアル改訂版を、再
度校長会等で提示していくことで、
各学校の安全確保・危機管理マニュ
アルの見直しにつながった。

　昨年度の７月豪雨を
受け、教育委員会、各
学校の危機管理意識が
高まり、学校、家庭、
地域が連携して、子ど
もの安全を守るための
具体的な取組を検討す
ることができた。

達
成
度←

→妥当性

（８）家庭・地
域における教育
力の向上

（７）組織的な
教育相談体制づ
くりの推進

心の専門家の配
置や児童生徒相
談センターの充
実
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5

4 ○
3

2

1

1 2 3 4 5

（８）家庭・地
域における教育
力の向上

1
 
学
校
教
育
に
お
け
る
重
点
施
策

ノーテレビ・
ノーゲームデー
を実施し、親子
の触れ合いを推
進

家庭教育の推進 　行橋市ＰＴＡ連合会と連
携した取組を推進し、児童
生徒の基本的生活習慣や規
範意識の育成を図るととも
に、家庭教育の充実に資す
る。

　“脱”ケータイ・スマホ
宣言の取組を継続し、家庭
で約束ごとを決めるなど、
正しい使い方の徹底を図
る。

　ノーテレビ・ノーゲームデー（毎
月第３月曜日）、新家庭教育宣言の
取組等で、親子のふれあいを深める
ようにしている。
　また、家庭教育研修会の実施や脱
ケータイ・スマホ宣言のリーフレッ
トの配布等で、家庭でのルールづく
りと正しい使い方の徹底に努めてい
る。
　効果については、いかに児童生徒
の主体的な取組になるか、保護者の
意識を高めることができるかにか
かっており、生涯学習課と連携しな
がら、更なる周知に努めていく必要
がある。

　ノーテレビ・ノー
ゲームデー、新家庭教
育宣言等の取組は、校
長会、ＰＴＡ母親委員
と語る会などで啓発し
た。また、携帯・スマ
ホの正しい活用につい
ては、中学校の生徒会
活動の中で、生徒同
士、保護者へ発信する
取組が広がっている

達
成
度←

→妥当性
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

5

4 ○
3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

達
成
度←

→妥当性

図書館を核とし
た読書活動の推
進と学校図書館
との連携

読書活動推進事
業

　読書習慣の向上を図るた
め、本にふれあうきっかけ
づくりとして、福祉部と連
携し、乳幼児健診時に乳幼
児と保護者に絵本の読み聞
かせや絵本等ブックスター
トセットを配布するブック
スタート事業の継続実施を
行う。

　平成23年度から開始した乳幼児を対象
としたブックスタート事業を継続して実
施。毎月ウィズゆくはしで行われている
4ヵ月児健診時に、ボランティアによる
絵本の読み聞かせと絵本の手渡しを行っ
た。受診者数は590名、全員に絵本の配
布を行った。

　　ブックスタート事
業は、子ども支援課、
生涯学習課、図書館、
及びボランティアと連
携し、読み聞かせと絵
本の配付に取り組み、
健診受信者全員に配布
できた。今後も、保護
者への子どもの読書の
大切さの啓発を続けて
いく。

校区公民館の、
地域における生
涯学習活動、市
民のふれあい交
流の場とした、
地域づくりへの
活用

校区公民館子ど
も講座
行橋市女性学級

目的
地域の大人が子ども達に伝
承遊び等をおしえることに
より、世代間交流や地域の
繋がりを図っていく。ま
た、女性が直面する課題を
テーマに学習、研究を行
う。
目標
1校区当たり年間10回開催
子ども講座110回
女性学級100回

・学校週5日制を契機に、小・中学生を対象として各校区公
民館にて子ども講座を実施し、学習活動の支援を図ってい
る。
　11校区公民館子ども講座の事業実績（30年度）
　　行橋  （  6回・  490名）  行橋南（  8回・  225名）
　　行橋北（ 10回・  483名）　蓑島  （ 21回・  361名）
　　今元　（  6回・  158名）  仲津  （  7回・  216名）
　　泉　　（  7回・  223名）  今川  （  8回・  298名）
　　稗田　（  7回・  147名）  延永  （  8回・  173名）
　　椿市　（　8回・  130名）　合計　（ 96回・2,894名）
　
・女性学級は、児童生徒の保護者や地域の女性が「家庭教育
や女性が直面する今日的課題」をテーマに掲げ、明るい家
庭、人間性豊かな地域社会づくりについて、学習、研究を
行っている。
　女性学級　（ 106回　3,353人）

　校区によって開催回数にば
らつきがあり、目標に達して
いないところもあるが、講座
の内容に関しては、工作講座
等において、新規のものを取
り入れるなど工夫し、好評を
得ている。また、校区住民が
講師となり、昔遊びなどを行
い、異世代交流にもつながっ
ている。今後も講座内容の充
実を図るとともに、より多く
の児童が参加できるよう、工
夫していく。
　女性学級では、校区にあっ
た内容をテーマとして、学習
を行っている。

公民館施設の計
画的改修事業

目的
公民館施設の計画的改修事
業
目標
快適な公民館活動を提供す
るため改修工事を行う。

・快適な公民館利用を図るため、各校区公民館の修繕
及び改修工事を行った。

　今川公民館玄関バリアフリー改修　707千円
　蓑島公民館外灯移設　　　　　　　 　100千円
　泉公民館屋上防水改修工事　   　3065千円
　稗田公民館防水改修工事　　　    6378千円
　仲津公民館トイレ壁改修工事　    2343千円
　花壇改修工事（蓑島・延永）　　　　2365千円
　空調設備改修工事（延永）　　　　　　972千円
　トイレ壁改修・ブラインド等改修・駐車場線引きな
ど

　定期的に公民館職員に
ヒアリングを行い、修繕
必要箇所等の把握に努め
てはいるが、老朽化に伴
い、改修が必要な箇所も
増えると見込まれるた
め、今後は大規模改修等
の実施計画を立てて計画
的に改修を行っていく必
要がある。

達
成
度←

→妥当性

より多くの方に受講し
ていただくには、どの
年齢を対象にするか、
開催日時などを再度検
討する必要がある。

達
成
度←

→妥当性

達
成
度←

→妥当性

○市民大学講座前期（歴史ﾛﾏﾝ探訪、いきがい・
　まちづくり）と後期（男の美学女の美学講座、
　歴史ﾛﾏﾝ探訪、健康ﾗｲﾌ）を企画募集し、市民の
　学びをサポートした。
 
　市民大学講座の開催実績（30年度）
　  前期（歴史 36名・いきがい 20名）各全8回
　  後期（男女美学 34名・歴史 24名・健康 24
    名）各全8回

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

２
　
生
涯
学
習
の
推
進
に
お
け
る
重
点
施
策

（１）ライフス
テージに対応し
た生涯学習機会
の提供

中央公民館を公
民館活動の核と
して位置づけ
た、各種講座の
企画・運営、校
区公民館との連
携等の、生涯学
習事業の推進

市民大学講座事
業

目的
著しい時代の変化の中で、市
民の学習ニーズを考慮しなが
ら継続的、組織的な学習の場
を設けることにより、自主的
に学ぶ意欲喚起し、幅広い年
齢層のライフステージに対応
した、学びの提供及び学ぶ仲
間づくりを行い、市民に‘い
きがい‘を感じてもらう。
　
目標
市民大学講座
・歴史（前後期）　90名
・いきがい　25名
・健康ライフ　25名
・男の美学女の美学　40名

　市民大学講座について
は、講座テーマを長期間
変えていないため、新規
受講者獲得に繋がるよ
う、テーマや対象者につ
いて新たな案を提示して
いきたい。そのため、３
０年度、社会教育委員の
委員会で講座の内容につ
いて協議を行い、次年度
以降の市民大学講座につ
なげていく。

地域情報の発信
基地としての公
民館活動の推進
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5

4 ○
3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

達
成
度←

→妥当性

　地域の団体やボラン
ティアのみなさんの協力
を得て実施することがで
きた。参加した児童たち
からも毎年実施して欲し
い等の声もきかれた。地
域の方々との連携を密に
し、今後も取り組みにつ
いて周知していきたい。
また、この事業を地域独
自で行えるよう支援を行
いたい。

達
成
度←

→妥当性

学校及び公共施
設や自然環境を
利用した、青少
年の学校外活動
の推進

通学合宿事業 目的　子どもの学習習慣の
定着や学習意欲の喚起。地
域人材の活用により、地域
ぐるみの子ども支援に対す
る意識を高める。
　
目標　地域において２０名
程度の小学生で、３泊４日
以上の通学合宿を行う。

通学合宿の事業実績（30年度）

開催箇所：椿市校区（4年生～6年生）
開催日程：3泊4日（10月28日～31日）
参加人数：子ども　　　　      22名
 　       大人（実行委員）    13名
　　　　　大人（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 延べ42名

達
成
度←

→妥当性

行橋市青少年育
成市民会議を核
とした関係団体
との連携によ
る、青少年の健
全育成

行橋市青少年育
成市民会議活動

目的　青少年の健全育成
目標　街頭補導活動　年間
24回

　　行橋市青少年育成市民会議実績（30年度）
　　会議・大会等（21回・962名）
　　街頭補導（JR行橋駅周辺　17回
           ・大型店ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ 12回）
　　夜間補導（行橋署合同11回・補導員のみ10
回）
　　声かけ運動（7回）
　　乗車マナー向上の呼びかけ（行橋駅 8回
                           ・3駅合同 3回）
　　強調月間時の啓発活動
　　（7月：推進大会(豪雨のため中止）、11月：
子ども若者育成
　　 支援強調月間キャンペーン、パレード実
　　 施）

　市子ども会育成連合会が主
催するインリーダー研修に、
各校区より子どもたちが参加
し、ジュニアリーダー等の指
導を受け、次のステップへの
資質の養成を図った。今後
は、子ども会への加入促進を
図るとともに、次のステップ
であるジュニアリーダーへの
加入を促進する。

子ども会への加入率が低
いという問題は、老人会
とも共通する問題であ
る。子どもが少なくなっ
ていることもあるが、あ
り方を考える時期にきて
いる。老人会等、他の地
域組織と連携・支援もで
きたらよいと考える。学
校からＰＴＡ総会等で案
内してもらうなど、保護
者への啓発が大事だと考
える。
地域の教育力向上は小中
学校のみならず高等学校
においても重要なことで
あり、行橋市では、地域
の行事や文化を学ぶ郷土
科のカリキュラムを設け
ており、国の教育政策を
先取りしたすばらしい取
り組みである。

達
成
度←

→妥当性

　目標について達成で
きており今後は、青少
年育成関係団体と街頭
補導員との連携を図
り、よりいっそう家庭
と地域、学校とともに
一体となって青少年健
全育成活動に取り組む
必要がある。

２
　
生
涯
学
習
の
推
進
に
お
け
る
重
点
施
策

（２）生涯学習
推進環境・体制
の充実

人権講座の開催
による市民の人
権意識の高揚

校区人権講座及
び人権を考える
市民の集い事業

目的
11校区それぞれの公民館で人
権講座を開催、また人権政策
課と人権を考える市民の集い
を共催し、市民参加による人
権教育の充実、人権意識の高
揚を図る。
目標　各校区公民館で年4回開
催

○校区公民館人権講座の事業実績（30年度）
　延べ回数　42回　参加者数　1,951人

○人権を考える市民の集い　事業実績（30年度）
　　7月 水谷もりひと　講演　250名（ｺｽﾒｲﾄ）
　　　　　　まるこ　 ほうらいや

　 12月 露の団姫、豊来家大治朗　講演　360名
(〃）

（３）地域社会
との協力による
青少年健全育成

地域の教育力向
上のための、指
導者の養成や各
種団体の活性化

行橋市インリー
ダー研修（行橋
市子ども会育成
連合会）

目的
市内の子ども会相互の連
絡・調整と充実・発展を図
り、地域の理解と協力、活
発な活動を展開すること
で、心身ともに健全な子ど
もを育成する。
目標
前期20名　後期20名

　次代を担うリーダーを養成するため、各単
位子ども会より6年生の子どもたちを集めイ
ンリーダー研修を行った。また、子ども会加
入についてのパンフレットを作成し、新一年
生に配布を行った。
　
行橋市インリーダー研修事業実績（30年度）
　　前期　6/23 - 24　18名
　　後期　1/19 - 20  18名

概ね目標を達成できて
おり、今後は人権政策
課とも連携を図り、校
区民への広報宣伝を行
いながら、更に内容の
充実・受講生の拡大を
図る。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

5

4 ○
3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

連歌大会が本市の連歌
の普及や継承に果たす
役割は大きく、中学
生、高校生から連歌に
親しむことにより、後
継者の育成にも寄与し
ている。
県や京築地区、庁内の
総合政策課、商業観光
課等と連携し、市内の
神楽団体と協働で、保
存・継承・普及に取り
組むことができた。

行橋市は連歌大会を長
年継続して取り組んで
おり、評価できる。他
市町村で連歌を行って
いるところがあれば連
携し、将来的に大会な
どを行橋市で開催でき
れば、さらなる普及に
つながると考える。近
年は連歌の指導者が高
齢化し、指導者の育成
も必要である。

達
成
度←

→妥当性

（２）
創造性を育む文
化活動の推進

市民が文化芸術
に親しみ、創造
的活動が展開で
きるように支援
する

文化活動支援事
業

　直接文化に触れる機会を
提供する場を設ける。ま
た、自己の活動を発表する
場を設ける。

　第48回行橋市民文化祭をコスメイ
ト行橋、中央公民館を会場として開
催した。計24部門が作品展示、ス
テージ発表などを行い3,656人の参加
者及び、9,214人の来場者を得た。
　また、校区文化祭は引き続き11校
区全ての校区で開催され、地域にお
ける文化活動に寄与することができ
た。

（１）
地域の誇るべき
歴史・伝統文化
の継承と普及

市内の無形民俗
文化財の保存継
承と、連歌の普
及振興

伝統文化継承事
業

　行橋市の伝統文化の保
存、継承、普及をはかる。

　行橋連歌大会を継続して開催し、
連歌の継承と普及をはかった。
　連歌大会には、指導者である宗匠6
人、中学生26人、高校生9人、一般19
人、計60人の参加があった。
　昨年度、国の無形民俗文化財に指
定された４つの神楽に補助金を支出
し、保存、継承、普及をはかった。

　市民文化祭は文化協
会の尽力により、参加
者数はこの３年間で最
多となった。校区文化
祭も全校区実施され
た。

達
成
度←

→妥当性

文化団体の育成
に努め、文化芸
術の活性化を図
る

文化活動支援事
業

　文化活動を活性化させる
ため、文化活動団体に支援
をする。
　市内の小中学生に我が国
の芸術文化を体験させる。
　地域文化の継承と普及を
図る。
　市民の文化活動の向上と
発展を図る。

　行橋市文化協会は23部門で構成さ
れ日頃より活発に活動しており、市
民文化祭では作品や芸能が多くの市
民の目に触れることにより文化活動
の活性化に寄与している。また、昨
年度より小中学生を対象とした体験
教室を開催しており、11部門が開催
した体験教室に324人の児童・生徒が
参加し、若年層の芸術文化体験を推
進している。
　連歌企画委員会は、連歌の継承と
普及の活性化を図っており、行橋連
歌大会の開催活動をしている。連歌
講座2回、大会1回を行った。連歌大
会の参加者は60名であった。
　市民の美術活動の向上を図るため
に行橋市美術展覧会の開催活動をし
ている行橋市美術展覧会運営委員会
は、5部門（書、日本画、洋画、写
真、陶芸）で展覧会を開催し186点の
出展があった。

3
　
文
化
、
ス
ポ
ー

ツ
、
芸
術
の
振
興
に
お
け
る
重
点
施
策

　文化協会、連歌企画
委員会等、関係団体と
協力して事業の企画・
運営に取り組んでい
る。事業は盛会であ
り、毎年継続していて
成果があると感じられ
る。また、平成29年度
から始まった文化協会
による子ども体験教室
は、若手後継者不足の
解消につながる取組で
あり、子ども達が芸術
に触れる機会を創出し
ている。

達
成
度←

→妥当性



16

行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

3
　
文
化
、
ス
ポ
ー

ツ
、
芸
術
の
振
興
に
お
け
る
重
点
施
策

（２）
創造性を育む文
化活動の推進

子どもたちの豊
かな感性を育む
ため、児童・生
徒に文化芸術を
体験・鑑賞する
機会を提供する

文化公演事業 　子どもたちの心を育むと
ともに心を元気にする目
的。
小中学校芸術鑑賞会を開催
する。

・小中学校･･･全校

　市内小、中学校において芸術鑑賞
会を行った。ジャンルは、和太鼓、
民謡三味線、洋楽、邦楽、能楽、神
楽及び津軽三味線であった。
　普段目にすることのない伝統芸能
や本格的なコーラスを、子どもたち
も鑑賞するだけでなく、体験するこ
とができたことで喜んでいたとの感
想･意見を学校よりいただいた。

　文化協会の協力を得
て毎年行っているもの
で、各学校にジャンル
や開催時期の希望を
とっている。市内小、
中学校全校で行われ、
文化に触れる機会を創
出できた。

達
成
度←

→妥当性

文化施設を整備
し、市民の文化
芸術活動や鑑
賞、交流の場の
充実に努める

達
成
度←

→妥当性

　市民の教育、学術及び文
化の振興を図ることを目的
に設置された行橋市複合文
化施設コスメイトが適切に
運営されることを目的とす
る。

　行橋市増田美術館を市立
美術館として設置し、市民
に良質な芸術作品の鑑賞機
会を創出する。

　文化施設整備については、コスメ
イト行橋文化ホール舞台機構設備の
手動吊物の大規模改修工事を行っ
た。このほか、給水施設の改修工事
を行った。

増田美術館においては、正面玄関壁
面の洗浄工事を行った。

　コスメイト行橋にお
いては、昨年に引き続
き、舞台機構設備の工
事及び給水施設の改修
工事を行い利用者の安
全性向上を図った。

→妥当性

達
成
度←

文化施設整備事
業

　施設の利用者数は、文化ホール
81,852人、図書館85,989人、視聴覚
センター4,891人、歴史資料館11,104
人、合計183,836人であった。
　前年度の利用者数が、189,867人で
対前年比97％と減少した。これは主
に図書館利用者数の減少によるもの
である。

　行橋市増田美術館では、｢増田コレ
クションでめぐる明治時代｣と題した
特別展のほか、企画展等を５回行な
い、入館者数は2,079人であった。

　行橋市増田美術館
は、市立美術館として
運営が２年目となり、
美術専門の学芸員の配
置により、収蔵作品の
管理や、展覧会の企画
及び子どもを対象とし
たｲﾍﾞﾝﾄの開催などによ
り入場者の増加を図っ
た。

複合文化施設の利用者の増
加を図り、市立美術館の展
示内容を充実させることで
来場者を増やす。

複合文化施設管
理事業

美術館管理運営
事業
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

　文化財の保護を図る
とともに、稲童1号掩体
壕や戦災煉瓦塀と併せ
て見学することによ
り、稲童地区の戦争被
害や戦跡への理解が進
んだ。

達
成
度←

→妥当性

歴史・文化への
関心を高めるた
めの情報発信と
普及活動

文化遺産の公開
普及事業

　市民の歴史や文化への関
心と理解を深めるとともに
行橋の魅力を広くＰＲす
る。

・歴史資料館で特別展１
回、企画展１回を実施す
る。

・学校の希望に応じて文化
課職員が出前授業を行う。

・文化財リーフレット作成

・歴史資料館では、特別展１回、企
画展１回を実施し、年間入場者は
11,104人であった。
　特別展
　「行橋の明治150年」
　企画展
　「卑弥呼」
　
・出前授業は５回実施し、児童・生
徒や学校にも好評であった。
　
・旧百三十銀行行橋支店のリーフ
レットを5,000部発行した。

（３）
歴史や文化財を
活かしたまちづ
くりの推進

歴史や文化とふ
れあう環境の整
備・活用

史跡整備事業 　市民や来訪者の史跡や文
化財見学の利便性を高め
る。

・旧仲津小学校奉安殿移設
整備事業

　覗山山麓で英霊廟として再利用さ
れていた旧仲津小学校奉安殿を、稲
童1号掩体壕広場へ移設した。

　歴史資料館の展示で
は、市民や来訪者に市
の歴史や文化に対する
理解を深めていただく
ことができた。さらに
入館者が増えるよう工
夫したい。
　
　出土品に触れること
や現地学習で地域の歴
史を身近に感じてもら
うことができた。

　リーフレットは文化
財の利用や活用を促進
するために有効であ
る。

達
成
度←

→妥当性

歴史と自然が融
合した魅力ある
御所ヶ谷自然公
園の整備

御所ヶ谷史跡自
然公園整備事業

　御所ヶ谷神籠石を歴史や
自然学習、レクリエーショ
ンの場として魅力ある史跡
自然公園に整備する。

　遺構が毀損していた東門南側列石
の保存修理を行った。また馬立場石
塁から西門へ至る遊歩道の整備を
行った。これにより遺跡の保存、見
学の安全性や利便性を高めることが
できた。

3
　
文
化
、
ス
ポ
ー

ツ
、
芸
術
の
振
興
に
お
け
る
重
点
施
策

　第５次総合計画実施
計画に沿って整備を行
い、見学の利便性と安
全性が向上した。 達

成
度←

→妥当性
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）

評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5 ○
4

3

2

1

1 2 3 4 5

5

4 ○
3

2

1

1 2 3 4 5

3
　
文
化
、
ス
ポ
ー

ツ
、
芸
術
の
振
興
に
お
け
る
重
点
施
策

（３）
歴史や文化財を
活かしたまちづ
くりの推進

保存整備した守
田蓑洲旧居や旧
百三十銀行行橋
支店を歴史学習
や文化振興に活
用する

守田蓑洲旧居・
旧百三十銀行行
橋支店の管理運
営

　整備した守田蓑洲旧居や
旧百三十銀行行橋支店に多
くの方に訪れ、活用してい
ただき、本市の歴史や文化
に触れ行橋の魅力を感じて
もらう。

　

　守田蓑洲旧居の利用件数は５件。
見学者数は2,071人で前年度比133％
と上昇した。また、一般の利用とは
別に今元小学校の授業でも活用され
た。
　旧百三十銀行行橋支店について
は、催事件数は50件、利用日数176日
の施設使用があり、8,665人の入場者
があった。
　

　守田蓑洲旧居の見学
者数は開館以来減少傾
向にあったが、平成29
年度より増加傾向にあ
る。旧百三十銀行行橋
支店の利用状況は良
い。さらに利用増加を
図るために歴史資料館
などと連携性を高める
などの対策を講じた
い。

見学者数が増加してい
ることは、取り組みの
成果であり、評価でき
る。

達
成
度←

→妥当性

達
成
度←

→妥当性

達
成
度←

→妥当性

（４）
生きがいを生み
出す芸術活動の
推進

国内外を対象と
した彫刻展を実
施し、文化振
興・交流人口の
増加を図る

ビエンナーレ補
助事業

　国内外に彫刻作品を公募
し、行橋市シティプロモー
ションにつなげる。
　公募展及び関連イベント
を実施し、市民の文化振興
と交流人口の増加を図る。

　ビエンナーレ事業は第２回目審査
を経て入賞作品及び大賞作品、市民
投票による市民賞の決定を行った。
また、小学5年から中学3年までの児
童・生徒の投票によるこども大賞を
創設し、行橋北小学校及び長峡中学
校ではICTを活用した投票をおこなっ
た。
　平成31年3月には、授賞式や大賞作
品の除幕式に加え、子ども達を対象
としたワークショップや受賞作家作
品展など、ビエンナーレウィークと
題したイベントを行い、市民への周
知を図った。
また、関連事業として、子ども達を
対象としたワークショップや、アー
トカフェと題した気軽に彫刻につい
て学ぶ講座を行った。

　子ども大賞の創設に
より、若年層へのビエ
ンナーレ事業の広報に
つながったが、印刷物
での投票であったた
め、今後は作品を鑑賞
する機会を作ることを
改善していきたい。
　ビエンナーレウィー
クでは、市内の文化施
設やギャラリー情報を
紹介したチラシを全戸
配布し、各施設の来場
者へ配布し、市内外へ
情報発信することがで
きた。

福原長者原遺跡
など市内の重要
な史跡の調査と
保護を推進する

市内遺跡調査保
存事業

・福原長者原遺跡の保存と
活用を進めるため「保存活
用計画」を策定する。

・御所ヶ谷神籠石の整備に
向けての事前調査を実施。

・調査した遺跡の調査報告
書を刊行し情報の公開と活
用を進める。

・市内に残された貴重な文
化財を市の文化財に指定
し、文化財の保護・活用を
図る。

　昨年度、国史跡に指定された福原
長者原官衙遺跡の保存管理や活用、
整備、運営などについて基本的事項
を定めた「保存活用計画報告書」を
刊行した。

　御所ヶ谷神籠石については、東門
南側列石の保存修理に先立ち発掘調
査を実施した。

　入覚上畔遺跡、入覚コウチ遺跡、
入覚秋光遺跡、見立遺跡、渡築紫遺
跡B区、延永ヤヨミ園遺跡の発掘調査
報告書を刊行した。

　新たに「絹本著色親鸞聖人像 附裏
書」、「絹本著色親鸞聖人絵伝（四
幅）」、「紙本著色良慶上人像」、
「馬場代２号墳出土品」を市指定有
形文化財に指定した。

　「保存活用計画」を
土地所有者や地域住民
等に周知し、保護に対
する理解と協力等を促
した。
　
　遺跡の構造を考える
ための資料を得ること
ができた。
　
　調査報告書の刊行に
よって調査成果を公開
活用できるようになっ
た。

　指定することで、文
化財を保護することが
できた。今後は活用に
ついて検討する必要が
ある。
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行橋市教育委員会の自己点検・評価及び外部評価（シートⅢ）
教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務

点検・評価
（外部評価委員）
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評価項目
目的・目標

点検・評価（教育委員会）

項目 関係事業名 事業の成果及び内容（成果指標）
目標達成のための

取り組みとしての妥当性
目標達成度・妥当性

各種競技関係者
と連携した市長
旗争奪スポーツ
大会の実施

目的
行橋市教育委員会主催の市長
杯（旗）争奪スポーツ大会等
を行い、青少年の体力増進、
健全育成、競技の普及推進を
図る。
目標
　美夜古カップ中学生サッ
カー大会    14ﾁｰﾑ　230人
　市長旗少年柔道大会
            50ﾁｰﾑ　250人
　市長杯ソフトテニス大会
            24ﾁｰﾑ　192人
　市長杯高校野球大会
              5校   90人
　市長旗中学生剣道大会
           180ﾁｰﾑ  800人

主な教育委員会主催スポーツ大会（30年
度）
　

　

  美夜古カップ中学生サッカー大会
　　　　　　　　　　　　13ﾁｰﾑ　234人
　市長旗少年柔道大会
　　　　　　　　　　　　39ﾁｰﾑ　192人
　市長杯ソフトテニス大会
　　　　　　　　　　　　21ﾁｰﾑ　168人
　市長杯高校野球大会
　　　　　　　　　　　　　4校   72人
　市長旗中学生剣道大会
　　　　　　　　　　　 152ﾁｰﾑ  773人

３
　
文
化
、

ス
ポ
ー
ツ
、

芸
術
の
振
興
に
お
け
る
重
点
施
策

（５）スポーツ
イベントを企画
し、市民がス
ポーツに触れる
機会の提供

スポーツの楽し
さ・喜びを味わ
う「スポーツ
フェスタｉｎゆ
くはし」の開催

スポーツフェス
タｉｎゆくはし
の開催

目的
市民参加型スポーツ大会とし
てはじめた、スポーツフェス
タｉｎゆくはしは、競技種目
をローテーションで回しなが
ら、同時にニュースポーツの
推進を図る。
目標
ニュースポーツ　　　　 60人
グリーンソフトボール  140人
ゲートボール　　　 　  40人
バスケットボール　　   60人
太極拳　　　　　　　　150人

スポーツフェスタｉｎゆくはし　事業実績
（30年度）
　実施種目ごとの参加者
　
　グリーンソフトボール  126人
　ゲートボール　　　 　  31人
　バスケットボール　　   60人
　太極拳、ニュースポーツについては、
　台風により中止

（６）地域ス
ポーツへの参加
による健康、生
きがいづくりの

推進

幼児から高齢者
まで、安全で利
用しやすい体育
施設の整備

体育施設の整備
事業

目的
すべての利用者が安全に利
用しやすい施設とするため
目標

総合公園テニスコート照明設備
改修工事
行橋市民体育館照明設備修繕
中山グラウンド殺虫灯撤去工事
中山グラウンド　フェンス修繕
中山グラウンドテニスコートブ
ロック塀撤去工事

　計画・実施した改修工事（30年度）
　
・総合公園テニスコート照明設備
　改修工事　　　　　　　　　　　　7,658千円
・行橋市民体育館照明設備修繕　　　  416千円
・中山グラウンド　フェンス修繕　　　186千円
・中山グラウンド殺虫灯撤去工事　　　100千円
・中山グラウンドテニスコートブロック
　塀撤去工事　　　　　　　　　　　1,057千円

体育、スポー
ツ、レクリエー
ション活動の普
及・振興、明る
く豊かな地域社
会づくり

台風により、日程変更
ができなかった競技が
あり、全体的な参加者
数は少なかったが、お
おむね目標は達成する
ことができた。今後
は、さらに多くの人が
参加できる環境を作る
よう努めていく。
４年間のローテーショ
ンをすることで、より
多くの競技を行い普及
推進が図れた。

達
成
度←

→妥当性

（７）地域に密
着したスポーツ
イベント開催に
よる地域活性化

「行橋市海岸地
域観光振興基本
構想」に基づい
た全国的なス
ポーツイベント
の開催

海岸地域を活用
したスポーツイ
ベントの開催

目的
海岸地域を活用し、ビーチ
スポーツの拠点としてPRす
るとともに、観光資源の活
性化とスポーツの振興を図
る。

目標
(ビーチバレー・ハーフマ
ラソン)
スポーツイベント参加者数
　　　　　　　　8,000人

ゆくはしビーチバレーボールフェスティバル実績
実施種目毎の参加者(30年度)
【プロ】   58人(男女29チーム)
【高校生】292人(男女146チーム)
【一般】  220人(男女混成44チーム)
【集客】 約3,000人(3日間)
ゆくはしシーサイドハーフマラソン実績
実施種目毎の参加者(30年度)
【ハーフ】  2,429人
【5キロ】     159人
【3キロ】     207人
【ファンラン】170人
【応援者】約1,500人
　　　　　　　　　　　　合計　約8,035人

改修工事等を行うこと
により安全性・使いや
すさを確保できた。

達
成
度←

→妥当性

目標の達成について
は、学校行事や他の大
会の関係上、参加チー
ムは、減少してはいる
ものの、行橋市中学校
体育連盟などと連携し
京築管内だけでなく県
外からも参加を呼びか
けることで、おおよそ
目標に達し青少年の体
力増進、健全育成、競
技の普及推進を図れ
た。

達
成
度←

→妥当性

両イベントとも、4回目の
大会開催で、大きな苦情
なく概ね目標を達成でき
た。さらに多くの方に参
加してもらえるよう課題
の洗い出しを行い改善を
図った。その結果、アン
ケートにおいても8割以上
の参加者に「次回も参加
したい」と高評価を得て
いる。

こうしたイベントを開
催することで、市外か
らも人が訪れ、市が活
性化するので、良い取
り組みである。もっと
盛んになって、地域活
性化につなげてもらい
たい。

達
成
度←

→妥当性



行橋市教育委員会外部評価委員会の意見 

行橋市教育委員会評価について外部評価委員会として次のように所見を述べさせ

ていただく。  

行橋市教育委員会外部評価委員会 

委 員 長 永添 祥多 

委  員 山縣 宏美 

委  員  春田 邦子 

１ 教育施策の推進状況と展望 

（１）学校教育における重点施策 

① 保幼・小・（中）連携研修会  

しっかりした体制が確立しているので、今後は市内すべての園から参加でき

るよう取り組み、達成度の向上を目指して欲しい。  

② 小中一貫した教育の推進  

中学校区ごとに小学校と中学校が連携できているので、適正な評価であると

考える。  

③ 学力実態調査事業  

県の学力調査では、京築地区はなかなか成果が上がっていない。今後どのよ

うに取り組むかが課題である。  

④ 小中学校英語教育の充実  

英語が教科化されることに伴い、教員は苦労されているのではないかと思う。 

教員の負担を軽減できるよう、しっかり支援体制を整えて欲しい。授業以外
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にも、給食時間や放課後にＡＬＴが積極的に子どもたちと交流しているのは、

とても良いことである。  

⑤ アシスタントティーチャー配置事業 

   ＡＴの増員が図られており、評価できる。  

⑥ 学校施設整備事業  

市内の小中学校は、空調整備やトイレ改修に他自治体よりも早く取り掛かか

り、学習環境の向上に取り組んでおり、評価できる。  

 

（２）生涯学習の推進における重点施策 

① 市民大学講座事業  

より多くの方に受講していただくには、どの年齢を対象にするか、開催日時

などを再度検討する必要がある。  

② インリーダー研修（子ども育成連合会）事業  

子ども会への加入率が低いという問題は、老人会とも共通する問題である。

子どもが少なくなっていることもあるが、あり方を考える時期にきている。

老人会等、他の地域組織と連携・支援もできたらよいと考える。学校から   

ＰＴＡ総会等で案内してもらうなど、保護者への啓発が大事だと考える。  

地域の教育力向上は小中学校のみならず高等学校においても重要なことで

あり、行橋市では、地域の行事や文化を学ぶ郷土科のカリキュラムを設けて

おり、国の教育政策を先取りしたすばらしい取り組みである。  
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（３）文化、スポーツ、芸術の振興における重点施策  

① 伝統文化継承事業  

行橋市は連歌大会を長年継続して取り組んでおり、評価できる。他市町村で

連歌を行っているところがあれば連携し、将来的に大会などを行橋市で開催

できれば、さらなる普及につながると考える。近年は連歌の指導者が高齢化

し、指導者の育成も必要である。  

 ② 守田蓑洲旧居の管理運営  

   見学者数が増加していることは、取り組みの成果であり、評価できる。  

③ 海岸地域を活用したスポーツイベントの開催  

こうしたイベントを開催することで、市外からも人が訪れ、市が活性化する

ので、良い取り組みである。もっと盛んになって、地域活性化につなげても

らいたい。  

 

２ 教育委員会点検・評価に関する全体意見  

点検・評価について、目的や目標は前年度と同じでも良いが、事業の成果や内容

については、昨年度までの内容とどのように変わったのか、わかるように記載した

ほうがよい。  

 目標達成度・妥当性について、満点ではない理由が資料を見ただけではわからな

い部分があるので、「目標達成のための取り組みとしての妥当性」に、どうして評価

を下げたのかなど、評価の理由がわかるように記載したほうがよい。  

全体的に教育振興基本計画に沿って内容や評価項目が見直されており、また昨年
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度の外部評価委員会での指摘も踏まえ、点検・評価が行われており、良かった。

評価では目標達成度・妥当性が共に５の項目が増えたことは教育委員会の努力だ

と考える。今後も引き続き頑張っていただきたい。  
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令和元年度　評価経過　　

備考
令和 元 年 5 月 14 日 （火） 第１回教育委員会評価検討委員会

内容：１．経過（前年度評価の状況）について
２．本年度点検・評価の方法について
３．今後の資料作成について

令和 元 年 6 月 17 日 （月） 第２回教育委員会評価検討委員会
内容：１．点検・評価の内容について

２．その他について

令和 元 年 6 月 18 日 （火） 第３回教育委員会評価検討委員会
内容：１．点検・評価の内容について

２．その他について

令和 元 年 6 月 25 日 （火） 第４回教育委員会評価検討委員会
内容：１．点検・評価の内容について

２．その他について

令和 元 年 7 月 18 日 （木） 第８回定例教育委員会開催
内容：　

令和 元 年 8 月 20 日 （火） 令和元年度第１回外部評価委員会開催

年月日 内容

行橋市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行
の状況の点検及び評価報告書（案）について
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行橋市教育委員会外部評価委員名簿
令和元年８月２０日現在

氏名 任期 学識経験等の状況 備考

永添　祥多 平成３０年８月１９日～令和２年８月１８日 近畿大学（産業理工学部経営ビジネス学科）教授 委員長

山縣　宏美 平成３０年８月１９日～令和２年８月１８日 西日本工業大学（デザイン学部建築学科）准教授

春田　邦子 平成３０年８月１９日～令和２年８月１８日 教職員経験者（小学校長経験者）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
　制定　　：昭和31年6月30日法律第162号
　最終改正：平成27年7月15日号外法律第56号
　
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第二十六条　教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権
限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について
点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
２　教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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